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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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福
島
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
 

福
島
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

  福
島
県
公
有
財
産
規
則（
平
成
三
年
福
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
第
四
十
六
条
の
見
出
し
中
「
及
び
附
属
図
面
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
様
式
第
十
号
）
及
び
附

属
図
面
」
を
「
公
有
財
産
管
理
シ
ス
テ
ム
（
電
子
計
算
組
織
を
利
用
し
て
公
有
財
産
の
管
理
を
行
う
情

報
処
理
の
シ
ス
テ
ム
で
知
事
が
指
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
公
有
財
産
の
数
量
及
び
価

額
そ
の
他
の
管
理
に
必
要
な
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
附
属
図
面
の
副
本
」
を
削
り
、
同
条
第
三

項
中
「
の
副
本
」
を
削
る
。
 

 
第
四
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
 

 
（
附
属
図
面
）
 

第
四
十
六
条
の
二
 
財
産
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
に
係
る
公
有
財
産
に
つ
い
て
、
土
地
、
建
物
、
工
作

物
又
は
立
木
竹
の
種
目
、
分
類
等
に
従
い
、
附
属
図
面
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
部
長
等
は
、
公
有
財
産
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
資
す
る
た
め
、
附
属
図
面
の
副
本
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
第
四
十
七
条
第
一
項
第
六
号
オ
中
「
有
価
証
券
」
を
「
権
利
」
に
改
め
る
。
 

 
第
四
十
九
条
見
出
し
中
「
及
び
貸
付
等
台
帳
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
様
式
第
十
一
号
）
に
そ

の
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
公
有
財
産
管
理
シ
ス
テ
ム
に
使
用
許
可
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
を
備
え
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
様
式
第
十
一
号
）
」
及

び
「
（
様
式
第
十
二
号
）
」
を
削
る
。

 
第
五
十
条
見
出
し
中
「
報
告
」
を
「
記
録
」
に
改
め
、
同
条
中
「
記
載
事
項
」
を
「
記
録
事
項
」
に

改
め
、
「
、
総
務
部
長
が
別
に
定
め
る
報
告
書
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
、
部
長
等
」
を
「
、
変
更
に
係

る
事
項
を
公
有
財
産
管
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
し
、
並
び
に
部
長
等
」
に
改
め
る
。

 
様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
 
則
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
九
条
の
改
正
規
定
及
び
様
式
第
十

号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
の
改
正
規
定
（
様
式
第
十
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
平
成
二
十

五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
 
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
前
に
改
正
前
の
福
島
県
公
有
財
産
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と

い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
許
可
を
し
た
行
政
財
産
で
あ
っ
て
、
使
用
許
可
の
期
間

が
満
了
し
て
い
な
い
も
の
に
係
る
改
正
前
の
規
則
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た

行
政
財
産
使
用
許
可
台
帳
及
び
改
正
前
の
規
則
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
た
普
通
財
産
で

あ
っ
て
、
貸
付
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い
も
の
に
係
る
改
正
前
の
規
則
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
作
成
さ
れ
た
公
有
財
産
貸
付
等
台
帳
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
公
有
財
産
規
則
（
以

下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
財
産
使
用
許
可
台
帳

及
び
改
正
後
の
規
則
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
有
財
産
貸
付
台
帳
と
み
な
す
。

（
財
産
管
理
課
）
 

                 

様
式
第
10号

 
削
除
 

 様
式
第
11号

 
削
除
 

 様
式
第
12号

 
削
除
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